厚木市農地流動化奨励金交付申請書（兼交付台帳）

　　年　　月　　日　

（宛先）厚木市長

　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　申　請　人　　住所

　　　　　　　　　　　　　　（貸人・借人）氏名　　　　　　　　　　

次のとおり厚木市農地流動化奨励金の交付を申請します。

　　年　　月　　日公告

	相手方の
氏名
	対　象　農　地
	期間
	100㎡当たりの利用権設定期間別単価
	申請金額

	
	所　在　地
	面　積
	
	
	

	
	
	㎡
	年間
	円
	円

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	合　　計
	
	
	


厚木市農地流動化奨励金交付決定通知書

　　年　月　　日　

　　　　　　　　様

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　厚木市長　

　あなたから　　　　年　月　日付けで申請のありました厚木市農地流動化奨励金については、次のとおり決定したので通知します。

交付決定金額　　　　　　　　　円

　ただし、あなたが厚木市農地流動化奨励金交付要綱第７条に該当した場合は、交付した奨励金は返還していただきます。

（参考）厚木市農地流動化奨励金交付要綱

第７条　市長は、奨励金の交付対象者が次の各号のいずれかに該当した場合は、奨励金の交付決定を取り消し、奨励金の返還を求めることができるものとする。

(1) 利用権の存続期間満了前に利用権の中途解約があったとき。

(2) 不正な手段により奨励金の交付を受けたとき。

第８条　前条の規定にかかわらず、奨励金の交付対象者が、次の各号のいずれかに該当したときは、市長は、奨励金の返還を免除することができるものとする。

(1) 土地収用法（昭和26年法律第219号）第３条に該当する事業のために譲渡をするため、利用権の中途解約があったとき。

(2) 奨励金の交付を受けた者の死亡により、利用権の中途解約があったとき。

　(3) その他奨励金の交付を受けた者の責めに帰することができない理由により、利用権の中途解約があったとき。
　(4) 利用権の設定の日から９年が経過したとき。
厚木市農地流動化奨励金不交付決定通知書

　　年　　月　　日　

　　　　　　　　　　様

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　厚木市長　　

　あなたから　　　　年　　月　　日付けで申請のありました厚木市農地流動化奨励金については、次の理由により奨励金を交付することはできませんので通知します。

　　理　由

厚木市農地流動化奨励金交付取消決定通知書

　　年　　月　　日　

　　　　　　　　　　様

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　厚木市長　

　　　　　年　　月　　日付けで交付決定をした厚木市農地流動化奨励金については、次により交付を取り消すことに決定したので通知します。

１　理　　　由　　

２　交付決定額　　

３　返　還　額　　

４　 eq \o\ad(返還期限,　　　　　)　　　　　　年　　月　　日

５　 eq \o\ad(返還方法,　　　　　)　　返還額を期限までに、納入通知書により市指定金融機関へ

振り込んでください。

